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著作者人格権
→人格的な利益を保護します。

公表権

同一性
保持権

著作者名について
決定する権利

氏名表示権

著作権（財産権）
→財産的な利益を保護します。

複製権

上演権
・演奏権

上映権

公衆送信権

・伝達権

展示権

著作物の内容・題号
を無断で改変されな
い権利

著作物の公表や、
公表の方法を
決める権利

この他に、頒布（はんぷ）権、譲渡権、
貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作
物の利用権があります。

全ての作品（＝著作物）には
必ず著作者がいます。

著作物 著作者

苦労
工夫

個性

著作物

（著作権法第二条一項）
著作物 思想又は感情を創作的に表現した
ものであつて、文芸、学術、美術又は音楽
の範囲に属するものをいう。

（著作権法第二条二項）
著作者 著作物を創作する者をいう。

もしも著作物が他人に無断で使用され
たら・・・

著作者が著作物に注ぎ込んだものが
侵害されてしまうのです。

BROKEN！



定期刊行物（新聞・雑誌等）に掲載されている個々の著作物（記事）について
全文コピーが可能なのは、「発行後相当期間を経過した」ものとしています。
(著作権法第三十一条一項一号)

ただし、図書や最新号の雑誌記事でも一部分だけならコピーができます。

なんでコピーをしてい
いものとしてはいけな
いものがあるの？

著作者に経済的損失を与えないように
との配慮によるものです。

Q1

「一部分」って、
具体的にはどれく
らい？

「全体の半分以下」となっています。

図書館の資料でない
ものをコピーしたい
んだけど･･･。

持ち込んだ資料、ノートはコピーできません。

Q3

図書の場合、個人の著作物については「著作者の死後50年が経過するまで」
（著作権法第五十一条第二項）、団体名義の著作物については「著作物の公表後
50年を経過するまで」（著作権法第五十三条第一項）がそれぞれ著作権による
保護期間となっており、この間は全文コピー不可ということになります。

Q2




